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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ可読媒体上に記録され、医学的撮像環境で使用されるコンピュータ・プロ
グラムであって、
　コンピュータが、トランスジューサによって体器官の少なくとも一部の超音波画像デー
タを取得する手順と、
　前記コンピュータが、前記体器官内の複数の空間位置を含み、かつ前記体器官の任意の
基準面と少なくとも１つの標準化面との関係を定義する体器官特有データに基づいて、前
記標準化面とは異なる前記基準面を生成して定義する手順と、
　ディスプレイに、前記基準面および前記標準化面の少なくとも一方に対応する少なくと
も２つの超音波画像を、自動的にかつ実質的に同時に表示する手順と、
　を実行させるためのコンピュータ・プログラム。
【請求項２】
　　前記体器官が、胎児の心臓であることを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ・
プログラム。
【請求項３】
　前記基準面が、四腔像であることを特徴とする請求項２に記載のコンピュータ・プログ
ラム。
【請求項４】
　前記標準化面を定義する前記データが、右心室流出路画像、左心室流出路画像、管弓画
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像、大動脈弓画像、静脈結合部画像、およびｔｈｒｅｅ　ｖｅｓｓｅｌ　ｖｉｅｗ画像の
うちの少なくとも１つを定義するデータを含むことを特徴とする請求項２に記載のコンピ
ュータ・プログラム。
【請求項５】
　前記体器官が、胎児の頭部であることを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ・プ
ログラム。
【請求項６】
　前記基準面が、胎児の頭部の大横径であることを特徴とする請求項５に記載のコンピュ
ータ・プログラム。
【請求項７】
　前記コンピュータによる処理が、音波検査機器と関連付けされることを特徴とする請求
項１に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項８】
　前記コンピュータに、前記撮像された器官の医学的評価を行わせる手順をさらに実行さ
せる請求項１に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項９】
　画像認識ソフトウェアを用いて、標準化化面の配置と前記医学的評価の少なくとも一方
を容易にすることを特徴とする請求項８に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１０】
　前記医学的評価が、
　画像内の特定の構造を認識する段階と、
　前記構造を基準画像と比較する段階と、
　前記構造の正常な解剖学的特徴と異常な解剖学的特徴の少なくとも一方を識別する段階
と、
を含むことを特徴とする請求項８に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１１】
　前記少なくとも２つの超音波画像の表示が、各画像ごとに前後方向の矢状面、左右方向
の横断面、および上下方向の前額面を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュー
タ・プログラム。
【請求項１２】
　前記表示が、リアルタイム表示であることを特徴とする請求項１１に記載のコンピュー
タ・プログラム。
【請求項１３】
　前記少なくとも２つの超音波画像の前記表示が、前記基準面および前記基準面に関連す
る複数の前記標準化面の表示を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ・プ
ログラム。
【請求項１４】
　前記標準化面の表示が、基準レベルで取得されたリアルタイム・ボリュームから直接行
われる、１つまたは複数の標準化面のリアルタイム表示を含むことを特徴とする請求項１
に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１５】
　トランスジューサとプロセッサとディスプレイとを備えたシステムの作動方法であって
、
　前記トランスジューサが、体器官の少なくとも一部の超音波画像データを取得する段階
と、
　前記プロセッサが、前記体器官内の複数の空間位置を含み、かつ前記体器官の任意の基
準面と少なくとも１つの標準化面との関係を定義する体器官特有データに基づいて、前記
標準化面とは異なる前記基準面を生成して定義する段階と、
　前記プロセッサが、前記基準面および前記標準化面の少なくとも一方に対応する少なく
とも２つの超音波画像を、自動的にかつ実質的に同時に前記ディスプレイに表示する段階



(3) JP 5208415 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

と、
を含むシステムの作動方法。
【請求項１６】
　体器官の少なくとも一部に関連する任意の場所で取得した、前記体器官の少なくとも一
部の超音波画像データを取得するトランスジューサと、
　前記超音波画像を処理して前記体器官の基準面を定義し、前記基準面に関する少なくと
も１つの標準化面を、前記体器官の前記基準面と前記標準化面との空間数学的関係を用い
て、前記体器官内の空間位置に基づいて、生成して定義するプロセッサと、
　ディスプレイと、
を備え、
　前記プロセッサが、前記基準面および前記標準化面の少なくとも一方に対応する少なく
とも２つの超音波画像を、自動的にかつ実質的に同時に表示するのを容易にしたことを特
徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
説明
発明の背景
発明の分野
　本発明は概して、超音波静止画像および／またはリアルタイム画像の生成に関し、特に
、胎児、新生児、および／または成人の器官の標準的な解剖学的面の超音波静止画像およ
び／またはリアルタイム画像のオペレータ非依存性表示に関する。
【０００２】
関連出願の相互参照　
　本出願は、2003年4月16日に出願された米国特許仮出願第60/463,045号に対する優先権
を主張し、かつこの出願を参照として本明細書に組み入れる。
【背景技術】
【０００３】
背景説明
　超音波検査法は、オペレータ依存性撮像モダリティである。すなわち、コンピュータ断
層撮影（CT）や核磁気共鳴映像法（MRI）のような他の撮像技術とは異なり、超音波によ
って得られる画像の品質は、画像を得る音波検査者および／または音波検査技師の技能に
直接依存する。さらに、産科超音波撮像では、子宮内の胎児の位置の変化が、困難度を高
める追加因子となる。
【０００４】
　特に胎児の異常の検出に関する超音波検査法の効果が、オペレータの専門技術に依存す
ることが、いくつかの研究によって分かっている。

を参照されたい。
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【０００５】
　米国およびヨーロッパで行われた研究において、三次センターと非三次センターでは、
産科超音波検査法による胎児の異常の検出に関して顕著な差があることが報告された。Ew
igman et al.およびChittyを参照されたい。一般に、現在の米国の多くの女性は、様々な
専門団体によって現在推奨されているよりも基準が低い産科超音波検査を受けている。Fi
lly R.A. and Crane J.P., Routine Obstetric Sonography, Journal of Ultrasound Med
icine 2002; 21:713-718を参照されたい。
【０００６】
　医療撮像の分野では、三次元（3-D）超音波検査法および四次元（4-D）超音波検査法に
よって撮像技術が進歩している。3-D超音波検査法では、対象ボリュームについて有限数
の二次元（2-D）面が得られる。3-D超音波検査法によって得られるボリュームは、このボ
リューム内の代表的な2-D面の矢状（前後）面、横断（左右）面、および前額（上下）面
によってディスプレイ・モニタ上に表示することができる。得られた3-Dボリュームを3つ
の直交面によってこのように表示することは、多面撮像（または多面表示）と呼ばれてい
る。
【０００７】
　超音波ボリュームの多面表示は、オペレータが得られた対象ボリュームを処理するのを
可能にする。多面表示では、3つのビューのいずれかにおける互いに平行な面をスクロー
ルし、ボリュームを回転させて関心対象の構造のビューを得ることによって検査すること
ができる。したがって、オペレータは、ボリュームが取得され患者が出された後で、ボリ
ューム・データを処理して任意の所望の断面を得ることができる。したがって、3-D超音
波の1つの利点は、記憶された1つのボリュームからいくつかの異なるビューが得られるこ
とである。従来の3-D技術は、多面表示において胎児の心臓を撮像する際に全心周期のシ
ネループ（cineloop）を表示するのを可能にする。本明細書では、シネループは一般に、
多数の心周期（通常、10～60）から画像を取得し、結果として得られる画像の時系列が多
数の心周期にわたって平均される。画像は、ループとして表示されると、動く心臓をムー
ビーフォーマットで示す。カラー・フロー・ドップラーを付加することができ、したがっ
て、胎児の心弁を横切る血流を表示することができる。4-D超音波検査法では、時間が四
次元として付加され、検査中の3-Dボリュームの表面のリアルタイム（または近リアルタ
イム）表示が行われる。訓練された担当者でも、特に、ボリュームが心臓の中央神経系の
ような複雑な解剖学的器官を含むときには、多面表示プロセスによる3-D処理を実行する
のが難しくなることがある。
【０００８】
　3-D超音波検査法に関する従来の専門書は一般に、3-D超音波検査法が2-D超音波検査法
の診断機能を超えた診断機能を実現することを示している。このような文献は一般に、3-
D超音波検査法が2-D超音波検査法よりもうまく解剖学的構造を視覚化することを示してい
る。しかし、3-D超音波検査法の実値と、3-D超音波検査法が現在の2-Dシステムの診断機
能および効果を向上させるかどうかに関してはある種の懐疑的な見方が存在している。
【０００９】
　たとえば、音波検査技師などの撮像担当者が1つまたは複数の事前に設定された解剖学
的ビューを選択するのを可能にする既知の超音波撮像システムがある。たとえば、米国特
許第6,174,285号（第'285号特許）は、主として従来の2-D超音波検査法では撮像できない
成人の心臓の特定の面（ビュー）に関する特許である。2-D超音波検査法では、たとえば
、密度の高い骨質構造や空気で満たされた肺組織で囲まれているために成人の心臓のある
ビューを得ることができない。
【００１０】
　しかし、第'285号特許は、特に、超音波トランスジューサが患者の標準的な位置および
／または向きに配置されることを示しているため、産科超音波に関して使用することはで
きない。したがって、第'285号特許は、3-Dボリュームを最初に取得するうえで特定の位
置に配置する必要がある超音波トランスジューサに依存し、このトランスジューサによっ
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て制限される。さらに、第'285号特許は、事前に設定された解剖学的ビューを選択するユ
ーザに制限され、かつ特定の体器官についての関心対象の2つ以上の標準化された基準面
を解剖学的に表示することを考慮していない。また、第'285号特許は、診断機能を提供す
ることが望ましいことを示唆してもいない。
【００１１】
　成人の心臓の超音波撮像とは異なり、たとえば、子宮内で胎児の位置が変化するため、
産科超音波撮像において妊婦の腹部上の標準的な超音波トランスジューサ撮像位置を利用
することはできない。したがって、胎児の心臓の画像を取得する担当者は、標準的なトラ
ンスジューサ位置（たとえば、妊婦の腹部上の特定の位置および／または向き）に依存す
ることができない。その代わり、撮像担当者は、所望の画像が取得されるまでトランスジ
ューサをいくつかの異なる位置および／または面に動的に位置させる必要がある。少なく
とも1つには走査技術における産科超音波検査法と他の超音波モダリティーとのこの違い
のために、産科超音波検査法を習得することは困難である。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明の特徴および利点は、胎児、新生児、および／または成人の器官のオペレータ非
依存性超音波表示を生成するシステム、方法、および媒体を提供することである。
【００１３】
　本発明の他の特徴および利点は、胎児、新生児、および／または成人の器官の標準的な
解剖学的面のオペレータ非依存性超音波表示を利用して器官内の正常な撮像関係および／
または異常な撮像関係を検出するシステム、方法、および媒体を提供することである。
【００１４】
　本発明の他の特徴および利点は、胎児、新生児、および／または成人の器官の現在の超
音波検査の効果および診断機能を向上させるシステム、方法、および媒体を提供すること
である。
【００１５】
　本発明の他の特徴は、音波検査法に環境する指導および教育を容易にし、かつ様々な医
療担当者の訓練を容易にすることである。
【００１６】
　本発明の少なくとも1つの態様は、たとえば汎用コンピュータおよび／または標準音波
検査法と一緒に、たとえばコンピュータ・プログラムを利用して2-D超音波画像、3-D超音
波画像、および／または4-D超音波画像を得て任意に表示することができる。さらに、本
発明の少なくとも1つの態様は、胎児、新生児、および成人の器官（たとえば、胎児の心
臓）の医学的な評価または診断を行うことができる。
【００１７】
　本発明による例示的な方法では、特定の体器官について基準面が得られ、この基準面を
、胎児の心臓の四腔像面のような、関心対象の他の面を得るための基線として使用するこ
とができる。基準面は、胎児の心臓の四腔像面などの2-D超音波検査法を得るのが比較的
容易な標準基準面であってもよい。胎児の頭部の例示的な基準面は、軸方向大横径、軸方
向後窩、軸方向側脳室、および冠状脳梁である。
【００１８】
　3-D超音波撮像装置を用いて、たとえば基準面のレベルから（基準面に対して）始まる
組織のボリュームを取得することができる。この取得されたボリュームの多面表示は、3
つの表示される直交面のうちの1つ、通常A面における基準面を示す（現在の標準的な3-D
取得）。本発明の少なくとも一態様によれば、胎児、新生児、および成人の様々な器官に
ついて基準面に対する標準化面の空間数学的関係が与えられる。汎用コンピュータおよび
／または標準的な音波検査機器によって利用されるソフトウェアおよび／またはハードウ
ェアは、任意に自動的に1つまたは複数の数学的関係を利用して、1つまたは複数の標準化
面を表示する。本発明の少なくとも1つの態様では、特定の体器官についてのすべての標
準化面を表示することができる。さらに、（3面多面表示の1つのビューが標準化面である
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）多面表示、または（多面ビューの一部であってよい非標準化面なしに）1つまたは複数
の標準化面のみを示す表示を行うことができる。トランスジューサおよび／または処理機
能によっては、本発明の少なくとも1つの態様は、体器官についての1つまたは複数の標準
化面をリアルタイムで（または実質的にリアルタイムで）自動的に表示し、したがって、
この人体部分の走査済みボリュームを得るときに多面表示を避けることができる。
【００１９】
　有利なことに、これらの標準化面同士の解剖学的関係が一定であるため、あらゆる患者
に標準化面を使用することができる。胎児の器官の場合、胎児の懐胎期間に関するわずか
な修正を利用して表示を容易にすることができる。特定の器官のすべての標準化面を表示
するプロセスは、超音波によって器官を評価するオペレータ非依存性方法である。本発明
の少なくとも一態様では、オペレータは、自動的に生成される標準化面のリアルタイム表
示を見ることもできる。
【００２０】
　本発明の少なくとも一態様では、コンピュータ化診断機能を用いて、1つまたは複数の
標準化面に関連する画像を評価することができる。たとえば、撮像ソフトウェアを利用し
て、（たとえば、胎児の心臓の一部を表す）画像内の特定の構造を認識し、画像を基準画
像と比較し、たとえば、正常な解剖学的構造および異常な解剖学的構造ならびに／または
その一部を識別することができる。胎児の心臓用の撮像ソフトウェアは、たとえば1つま
たは複数の面では、心室および／または流出路のサイズ、心臓内の様々な弁を横切る血液
流量を認識し、正常な関係および異常な関係のインディシャ（indicia、たとえば、報告
書）を作成することができる。さらに、撮像ソフトウェアを用いて、最適または適切な面
が表示され、したがって、エラーが軽減されるように面レベルを調整することができる。
【００２１】
　本発明によるシステム、方法、および媒体の態様は、画像セグメント化機能と、診断情
報の解釈をより容易にし、かつ／またはたとえば、それを参照する医師および患者により
容易にかつ明確に伝えるのを可能にする、2-D画像と3-D画像との間のポイント間基準など
のオリエンテーション・ツールとを提供する。さらに、本発明によるシステム、方法、お
よび媒体の態様は、たとえば、（2-D面ではなく）3-Dボリュームに基づく胎児の体積およ
び体重の推定を行うことができる。
【００２２】
　したがって、本発明は有利なことに、一般に、画像を標準化し、かつ人的なエラーの可
能性を実質的に低くするかまたは無くすことによって超音波撮像の診断能力を向上させる
。本発明は、オペレータの影響を実質的に軽減するかまたは無くすことにより、超音波検
査を完了するのに必要な時間を短縮し、それによって超音波検査所のスループットおよび
効率を高めることによって超音波撮像の効率も向上させる。
【００２３】
発明の好ましい態様の詳細な説明
　本発明の少なくとも1つの態様について詳しく説明する前に、本発明が、構成の細部へ
の本発明の適用や、以下の説明に記載されるかまたは図面に示されている構成要素の構成
に限らないことを理解されたい。本発明は、他の態様であってよく、かつ様々な方法で実
施することができる。さらに、本明細書で使用される表現および用語が、説明のためのも
のであり、制限とみなすべきものではないことを理解されたい。
【００２４】
　このため、当業者には、本開示の基礎である概念を、本発明のいくつかの目的を実施す
る他の構造、方法、およびシステムの設計の基礎として容易に利用できることが理解され
よう。したがって、本発明を本明細書に記載されている構成を、それらが本発明の要旨お
よび範囲から逸脱しないかぎり、それらと同等の構成を含むものとみなすことが重要であ
る。
【００２５】
　本発明には3-D撮像の2つの概念が関係している。まず、胎児の心臓のボリュームのよう
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な、3-D超音波検査法による特定の解剖学的構造の取得されるボリュームは、正常な状態
および異常な状態におけるこの構造を完全に評価するための解剖学的な2-D面を含む。第2
に、人間のあらゆる器官について、特定の器官の完全な解剖学的評価を実行するのに必要
な解剖学的2-D面は、互いに一定の解剖学的関係に構成される。したがって、発明者には
、胎児の心臓のような特定の器官のボリュームを得て、自動化されていてもよいソフトウ
ェア・プログラムを利用して、この器官の評価を容易にする1つまたは複数の2-D面をこの
ボリュームから表示するのが可能であることが分かった。本発明のこの局面を自動化多面
撮像（AMI）と呼ぶ。発明者にはさらに、人体の特定の器官の1つまたは複数の標準化面を
、人体のこの器官に対応する画像データを取得した後で表示できることが分かった。
【００２６】
　図1は、全体的に100で示されており、本発明の1つまたは複数の態様と一緒に使用でき
る例示的な音波検査システムのブロック図である。トランスジューサ102は、患者の体の
ボリュームを走査し、走査されたボリュームの画像を得るのに用いられる。当技術分野で
既知のように、トランスジューサ102は一般に、送信ビームフォーマ104によって生成され
た信号に応答して集束された音響信号を生成する複数のトランスジューサ要素を含んでい
る。トランスジューサ102は、特定の体器官の画像データを（たとえば、リアルタイムに
または近リアルタイムに）取得した後に1つまたは複数の標準化面の表示を行うかまたは
容易にするのに十分な電子機器および／または処理機能を含んでよい。送信ビームフォー
マ104の出力は、トランスジューサ102に到達する前に増幅器122によって増幅することが
できる。
【００２７】
　送受信スイッチ110は、たとえば複数のダイオードを利用することができ、送信ビーム
フォーマ104電圧パルスが増幅器124、A/D変換器116、および受信ビームフォーマ118で受
信されるのを妨げる。したがって、送受信スイッチ110は、ビームフォーマ118が送信ビー
ムフォーマ104送信パルスによって損傷するのを妨げる。動作時には、送信ビームフォー
マ104からの送信パルスが存在するとき、送受信スイッチ110のダイオードがグランドに短
絡受信ビームフォーマ110のスイッチを入れ、一方、送信ビームフォーマ104への高インピ
ーダンス経路を形成する。本発明の少なくとも1つの他の態様では、別々の送信トランス
ジューサおよび受信トランスジューサ（不図示）をそれぞれ送信ビームフォーマ104およ
び受信ビームフォーマ118に接続する場合には、送受信スイッチ110を利用しなくてもよい
。
【００２８】
　トランスジューサ102は、一般にはいくつかの異なる時間に、患者の体内の各点から超
音波エネルギーを受信し、受信された超音波エネルギーをトランスジューサ信号に変換す
る。この超音波エネルギーは、増幅器124によって増幅し、A/D変換器116によってデジタ
ル信号に変換し、受信ビームフォーマ118によって受信することができる。他の態様では
、ビームフォーマ118は、A/D変換器116を利用しない場合にアナログ信号に作用すること
ができる。
【００２９】
　信号プロセッサ120は、少なくとも3つの一次画像信号取得モードのうちの1つまたは複
数に従って受信ビームフォーマ118から受信された信号を処理するように動作することが
できる。まず、2-Dグレイ・スケール撮像をBモードと呼ぶ。第2に、ドップラー撮像は、
血流に使用され、Fモードと呼ばれる。第3に、分光ドップラー撮像は、血流速度およびそ
の周波数を示すことができ、Dモードと呼ばれる。信号プロセッサ120は一般に、出力され
る信号を選択された表示モードでほぼ最適化するように受信ビームフォーマ118から受信
された信号を処理する。信号プロセッサは、スピーカー108を用いてオーディオ出力用の
信号を最適化し、処理された信号をメモリ126および／または記憶装置128に記憶すること
もできる。メモリ126は、たとえばランダム・アクセス・メモリであってよく、一方、記
憶装置128は標準ハード・ドライブおよび／またはCD-ROMなどの媒体であってよい。
【００３０】
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　スキャン・コンバータ114は、任意に中央演算処理装置（CPU）130と一緒に、信号プロ
セッサ120が受信される信号の走査速度を、ユーザ・インタフェース／ディスプレイ106に
よって使用される標準ラスタ走査速度などの走査速度に変化させる。ディスプレイ106は
、ユーザが表示できる関心対象の1つまたは複数の面を選択するのを可能にする、選択さ
れたマウスのような、ユーザによって制御され操作されるセレクタを構成してもよい。ユ
ーザは、表示すべき特定の体器官の任意の（またはすべての）標準化面を選択してもよい
。本発明の少なくとも1つの態様では、システム100のデフォルト動作モードは、システム
100によって基準面が取得された後、特定の体器官についての関心対象のすべての標準化
面を表示することであってよい。スキャン・コンバータ114は、信号プロセッサ114から受
信された信号を、スピーカー108上で可聴出力できる信号に処理することができる。
【００３１】
　制御システム112は、たとえば送信ビームフォーマ104と、受信ビームフォーマ118と、
信号プロセッサ120と、システム100の関連要素の動作の調和を図る。メモリ126および記
憶装置128を用いて、たとえば、本発明によって関心対象の標準化面を生成するソフトウ
ェアと、コントローラ112に対する制御指示とを記憶することができる。
【００３２】
　次に図2を参照すると、本発明による例示的な方法が示されている。段階1で、通常、た
とえば音波検査者または音波検査技師によって従来の2-D超音波検査法を用いて従来の方
法で基準面が得られる。基準面は、通常、2-D超音波検査法によって容易に得られる面（
たとえば、心臓の四腔像や頭部の大横径）であり、特定の器官についての関心対象の他の
面を得るための基線として使用することができる。基準面を得るには、図1に示されてい
るような音波検査システムを用いることができる。基準面は、トランスジューサ技術に応
じて、3-D/4-D超音波検査法によって直接ボリュームとして得ることもできる。一般に、
関心対象の標準化面についての数学的関係（たとえば、三角関係）が既知の基準面に対し
て定義された後、任意の面を特定の器官の基準面として使用することができる。次いで、
必要（または所望）に応じて、任意の基準面の座標が確立された後、任意の基準面につい
ての標準的な数学的技術および／または演算を用いて、既知の基準面についての数学的関
係を調整または再定義（たとえば、再計算）することができる。利用できる胎児の心臓の
例示的な面は以下のとおりである。
　a．四腔像
　b．右心室流出
　c．左心室流出
　d．管弓
　e．大動脈弓
　f．静脈結合部
　g．three vessel view
【００３３】
　上記の面d、e、およびfは、成人の肺内に空気が存在し、かつ成人の心臓が胎児の心臓
と比べてかなり大きいことが仮定された場合に、超音波検査法では成人の心臓内に表示さ
れない胎児の特定の心臓面である。
【００３４】
　再び図2を参照すると、段階2で、図1に示されているような3-D超音波撮像装置を用いて
、たとえば基準面のレベルから始まる組織のボリュームを取得することができる。取得の
方向は標準化されている（たとえば、胎児の心臓の場合は腹部から頸部へ）。ボリューム
を取得する際、一体化された位置決めシステムをトランスジューサ・アセンブリの一部と
して利用するか、または外部に配置された位置きめシステムを利用して位置データを取得
することができる。
【００３５】
　図3は、静脈結合部ビュー304、管弓ビュー306、左心室流出路308、右心室流出路310、
および大動脈弓312を生成するために基準面として使用できる、胎児の心臓302の標準的な
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四腔像を示している。他の態様では、画像データを取得した後、1つまたは複数の図302、
304、306、308、310、312を解剖学的に表示することができる。　
【００３６】
　上記に指摘したように、胎児の心臓とその他の器官の基準面としてどの面を使用しても
よい。たとえば、横断大横面（図示せず）を胎児の頭部の基準面として使用してよい。
【００３７】
　図2の段階3では、図1に示されているような標準的な音波検査機器を用いて基準面をボ
リューム内の事前に設定された向きに回転させることによって、ボリューム内の基準面の
向きを固定し標準化する。たとえば、標準的な座標系（X軸が水平・時計回り方向を定め
る）内のZ軸に沿った回転を用いて胎児の心臓302の四腔像の面を回転させ、脊椎を270°
位置に配置し、心臓の頂点を約150°位置に配置することができる。
【００３８】
　図2の段階4で、基準面を特定の器官（たとえば、胎児の心臓）のすべての標準化面に関
係付ける数学的公式を含むコンピュータ化プログラムを適用し、取得された3-Dボリュー
ムから自動的に1つまたは複数の標準化面を取り込む。胎児の心臓の場合、基準面を有す
る3-Dボリューム（たとえば、四腔像）にコンピュータ化プログラムを適用した後、図3に
示されているように、ボリュームを1回取得することによって、上記に識別したすべての
面b～gを表示することができる。
【００３９】
　以下の表1は、基準面が四腔像であるときに妊娠約20週の胎児の心臓の標準的な面を生
成するのに用いることのできる公式を表している。ボリュームにおいて、X軸、Y軸、およ
びZ軸は、ボリューム内の空間位置を定めるのに用いられる3つの直交軸を表す。X軸、Y軸
、およびZ軸によってボリューム内の任意の点を空間的に定義することができる。さらに
、3-Dボリューム内の面の回転をX軸、Y軸、およびZ軸に沿って行うことができる。XYZ座
標系は、標準的なX軸およびY軸が、たとえば、人体（または器官）の前半分と人体（また
は器官）の後半分とに分割するXY面を形成する場合に、Z軸が人体（または器官）の前部
から人体（または器官）の後部に向かう軸となるような座標系である。すなわち、この場
合、左手座標系が利用される。正の回転は軸を中心として時計回りである。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　表1の場合、基準面は四腔像である。四腔像から求められ任意に表示されたビューは定
義欄に示されている。ずれ欄は、基準面からの（または基準面に対する）ミリメートル単
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位のずれ距離を示している。結果として得られる面は、指定された距離において基準面に
平行である。回転欄は、回転度数および特定の回転軸（X、Y、Z）を示している。たとえ
ば、妊娠約20週の四腔像基準面からの大動脈流出路の標準化面の場合、ずれは、胎児の頭
部の方向に3.9mmであり、その後Y軸に沿って時計回りに27°回転させると、胎児は頭位に
なり、Y軸に沿って反時計回りに27°回転させると、胎児は胎位になる。
【００４２】
　表2は、基準面が四腔像であるときに妊娠約20週の胎児の心臓の標準的な面を生成する
のに用いることのできる追加的な公式を表している。胎児の腹部から頸部までの横断ビュ
ーを用いて、医療担当者が胎児の心臓を評価するのを可能にすることができる。この場合
、胎児の心臓は、トランスジューサ102を胎児の胃から頸部まで横方向に（軸面）滑らせ
ることによってボリュームが得られたときに評価することができる。
【００４３】
【表２】

【００４４】
　したがって、面を四腔像から（たとえば、胃から離れる方向へ）四腔像に平行に-3.9mm
ずらすことによって左心室流出路のビューを得ることができる。さらに、面を四腔像から
17.5mmずらすことによって胃のレベルでの腹部の軸方向ビューを得ることができる。表2
の3つの面はそれぞれ横断面（すなわち、四腔像に平行な面）であるので、距離（mm単位
）のみが利用され、任意の面を中心とした回転は必要とされないことに留意されたい。
【００４５】
　図5～10には、胎児の心臓の3-D多面表示が示されており、A面（左上）、B面（右上）、
およびC面（左下）はそれぞれ、検査中の特定の標準化面（A、左上）についての3つの直
交面を表している。図5～10のそれぞれでは、平面Aは標準化胎児心臓面（上記のb-g）を
表し、図5～10に示されている標準化面（A）は、図4に示されているボリュームから、表1
に表されている数学的関係を用いて生成された面である。
【００４６】
　図11は、表2に関して説明した技術に従って生成された例示的な面を示している。特に
、図1102は、（四腔像から17.5mmずれた）胎児の胃のレベルの腹部の軸方向面を表し、図
1104は、四腔像を示している。図1106は、（四腔像から-3.9mmずれた）左心室流出路を示
し、図1108は、（四腔像から-8.2mmずれた）右心室流出路（PA）を示し、図1110は、（四
腔像から-10.9mmずれた）three vessel viewを示している。図2の段階5では、画像を自動
的にリアルタイムに（または近リアルタイムに）表示することも、あるいは適切な機器を
用いて心周期のシネループとして表示することができる。
【００４７】
　本発明の少なくとも1つの態様では、ボリューム内の基準面を取得した後、各標準化面
を自動的に表示することができる。特定の器官の標準化ボリュームの数学的関係および空
間的関係が確立された後、任意の標準化面が基準面として働くことができる（たとえば、
胎児の心臓の大動脈弓）。これは、胎児を子宮内に向けることができ、大動脈弓のみを2-
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D超音波検査法で撮像できると仮定すると、産科超音波検査法で有用である。この場合、
本発明の1つまたは複数の態様は、四腔像のような他の標準化面を自動的に表示すること
ができる。標準化面は、胎児の、心臓以外の器官と、新生児および成人の器官についても
表示することができる。
【００４８】
　本発明の少なくとも1つの態様では、高度のトランスジューサによって画像ボリューム
を取得することができ、特定の器官についての関心対象の1つまたは複数の面を取得時に
自動的にリアルタイムで表示することができる。すなわち、関心対象の1つまたは複数の
標準的な基準面を表示する前に標準的なA面やB面やC面を表示しなくてよい。特定の器官
についての関心対象の1つまたは複数の基準面をボリュームから直接表示できると共にボ
リューム取得後に表示することができる。
【００４９】
　胎児のサイズがかなり小さいため、3-D超音波産科撮像および4-D超音波産科撮像では、
単一の3-Dボリューム内に複数の器官を取得することができる。たとえば、胎児の胸部の
単一の3-Dボリュームは一般に、心臓、大動脈、心臓との静脈結合部、および両肺を含む
。したがって、本発明の少なくとも1つの態様では、単一の3-Dボリュームからの、胎児の
心血管系の包括的または実質的に包括的な診断または評価が考慮される。胎児全体を含む
ボリュームが得られると、取得されたボリューム内の標準化された基準位置に胎児を向け
直すことができる。次いで、任意またはすべての超音波検査標準化面を任意に自動的に表
示することができ、たとえば、医師は胎児の解剖学的構造（たとえば、頭部、胸部、腹部
、および／または外肢）を評価することができる。成人および新生児の器官をこのように
診断することもできる。
【００５０】
　段階6では、本発明の1つまたは複数の態様は、標準的な（たとえば、）画像認識ソフト
ウェアを利用して、標準化面のレベルを評価し、撮像された器官を診断するかまたは診断
を容易にすることができる。たとえば、グレー・スケール・パターン認識を用いて、自動
的に生成された標準化面を適切な向きに配置し、（たとえば、胎児の心臓のおよび／また
は胎児の心臓内の）特定の画像を1つまたは複数のそれぞれの基準画像と比較することが
できる。グレー・スケール・パターン認識比較を用いて、たとえば、正常な解剖学的構造
および異常な解剖学的構造ならびに／またはその一部を識別することができる。胎児の心
臓の場合、心室および／または流出路のサイズを心室および／または流出路の1つまたは
複数の対応する基準画像と比較することができる。たとえば、正常な関係および異常な関
係を示す報告書を生成することができる。したがって、本発明の1つまたは複数の態様は
、心室および／または大動脈のような胎児の心構造の位置を判定し、かつ任意に各構造の
サイズおよび／または形状ならびに相対的な関係に関するデータを提供することができる
。
【００５１】
　この詳細な明細書から本発明の多数の特徴および利点が明らかであり、したがって、本
発明の要旨および趣旨内の、本発明のすべてのそのような特徴および利点を対象とするも
のである。さらに、当業者には多数の修正態様および変形態様が容易に考えられるため、
本発明を、図示し説明した厳密な構成および動作に制限するのは望ましくなく、したがっ
て、すべての適切な修正態様および均等物を本発明の範囲内に再分類することができる。
上記の発明は、好ましい態様の例を介して詳しく記載されているが、多数の修正態様、代
替態様、および変更態様が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明と一緒に使用できる例示的な音波検査システムのブロック図である。
【図２】本発明による例示的な方法の流れ図である。
【図３】生成できる胎児の心臓の複数の例示的な標準面を示す図である。
【図４】面Aが四腔像を表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的な3-D多面撮像
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を示す図である。
【図５】面Aが右心室流出路を表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的な3-D多
面撮像を示す図である。
【図６】面Aが左心室流出路を表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的な3-D多
面撮像を示す図である。
【図７】面Aが管弓を表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的な3-D多面撮像を
示す図である。
【図８】面Aが大動脈弓を表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的な3-D多面撮
像を示す図である。
【図９】面Aが静脈結合部を表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的な3-D多面
撮像を示す図である。
【図１０】面Aがthree vessel viewを表す、妊娠20週の胎児の心臓のボリュームの例示的
な3-D多面撮像を示す図である。
【図１１】胎児の腹部および胸部の標準化横断ビューの他の走査技術を用いて胎児の心臓
のボリュームから生成できる様々なビューを示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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